
別添１

注）　計上されている海賊行為等による被害件数は、①海賊に乗り込まれた、②船体に損傷を受けた、③物品等を盗まれた事案の件数となっており、船舶に対
　　して直接的な接触が図られなかったいわゆる未遂事案については含まれていません。
　　　また、外航海運事業者等から任意に提供された事案のみ件数として計上しています。

我が国関係船舶における海賊行為等による被害発生件数の推移（過去１０年）
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